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平成25年度　諸外国における
CBTCの基準等に関する調査

支出負担行為担当官
平垣内　久隆
国土交通省大臣官房会計課
東京都千代田区霞が関２－１－３

平成25年10月1日

公益財団法人鉄道総合技術
研究所
東京都国立市光町２－８－３
８

会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３項
ＣＢＴＣ（Communication-Based Train Control
System）は、無線を利用した列車制御システムで
あり、無線で列車検知を行うだけでなく、列車の速
度制御や運行管理システムまでを含む総合的な
システムである。このため、設備の簡素化や単線
並列運転機能が可能である等のメリットがあり、世
界各国で導入されているが、日本国内での導入実
績はない。
近年、国内の鉄道事業者においても、技術革新や
業務革新を目的として、従来の発想にとらわれな
い新たな輸送システムとして、ＣＢＴＣの導入を検
討していることが発表されたことから、安全性を担
保するため国内における本システムの基準等につ
いて検討が必要となっている。
このような情勢から諸外国におけるＣＢＴＣの詳細
な技術上の基準等を調査し、国内における本シス
テムの基準のあり方を検討するための基礎となる
情報を整理することを本調査の目的としている。
これらの調査の実施については、無線の技術だけ
でなく、運行管理システムを含む総合的な鉄道の
技術に関する豊富な知見が必要である。
当該法人は、提案要領に基づき企画競争を実施
し評価した結果、高い評価を受けて選定された法
人であり、会計法第２９条の３第４項の契約の性質
又は目的が競争を許さない場合に該当する。

11,995,994 11,991,000 100.0% － 公財 国所管 1者 －

河川を軸にした生態系ネットワーク
形成に関する検討業務

支出負担行為担当官　水管理・国
土保全局長　森北　佳昭
千代田区霞が関２－１－３

平成25年10月15日

公益財団法人日本生態系協
会
東京都豊島区西池袋２－３０
－２０　音羽ビル

会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４
第３号
　本業務の実施に当たっては、各水系の特徴を十
分に踏まえ、生態系ネットワーク形成を進める上
で流域自治体等の取組における現実的な課題等
を幅広く抽出し、具体的な改善方策を検討するとと
もに、事業効果の表現手法における各水系の定
量的評価に加え、全国的な視点による定量的評
価についても幅広く検討するための専門的な技術
が求められることから、企画提案させる必要が
あった。

10,531,500 10,500,000 99.7% － 公財 国所管 2者 －

公益法人の場合

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

様式２-４

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした会計法令の根拠条
文及び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数
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幹線道路における自動車排出ガス
と健康影響との関連性に関する調
査業務

支出負担行為担当官
徳山　日出男
国土交通省道路局
東京都千代田区霞が関２－１－３

平成25年10月21日
財団法人道路環境・道路空間
研究所

本業務は、国内外の幹線道路における自動車排
出ガスへの曝露とぜん息発症等との関連性を対
象とする最新の疫学的知見を調査・整理するとと
もに、国賠法等における法的な因果関係を検討す
るに当たっての諸課題等を調査検討し、今後、想
定される道路環境に関する争訟に迅速かつ的確
に対応しようとするものである。
本業務を遂行する者は、我が国の道路環境訴訟
の経緯等について精通し、また、国内外における
自動車排出ガスの曝露とぜん息発症等健康影響
に関する国内外の疫学的知見を調査・整理すると
ともに、この調査・整理結果を踏まえ、最新の科学
的知見が自動車排出ガスの曝露とぜん息発症等
健康影響との国賠法等における法的な因果関係
を検討するに当たっての諸課題をとりまとめること
が可能な能力を有していることが必要である。
このことから、担当者の知識や経験、及び本業務
のテーマ等の調査・検討方法について、広く提案
を求めて、それを評価し優れた提案を選定する企
画競争を経て、発注することが適切であるため、
当該手続をもって随意契約先選定を行ったところ
である。
提案書の提出は１者のみであったが、ヒアリング、
実施方針、特定テーマに対する技術提案等にお
いて、財団法人　道路環境・道路空間研究所が本
業務を的確に遂行する高度な能力が十分にある
との審査結果となったため、会計法第29条の3第4
項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号に
基づき随意契約を行う。

10,048,500 9,985,500 99.4% 2 特財 国所管 1者 －

平成２５年度受入環境整備サポー
ター派遣事業「中国地方における
受入環境整備サポーター派遣に関
する調査」

支出負担行為担当官
中国運輸局長　小橋　雅明
中国運輸局
広島市中区上八丁堀６－３０

平成25年10月21日
公益社団法人中国地方総合
研究センター
広島市中区小町４－３３

企画競争による契約先選定のため、企画案の募
集を行い、提案のあった企画書について選定委員
会による審査により最適であると判断されたため、
会計法第２９条の３第４項の規定により上記のも
のと随意契約を行ったものである。

4,528,919 2,499,000 55.2% － 公社 国所管 1者 －

既存施設を活用した高度処理の
推進に関する調査検討業務

支出負担行為担当官
水管理・国土保全局長　森北　佳
昭
千代田区霞が関２－１－３

平成25年10月30日
公益財団法人日本下水道新
技術機構
東京都新宿区水道町３－１

根拠条文： 会計法第２９条の３第４項、予決令第１
０２条の４第３号
本業務の実施に当たっては、下水処理場から排
出される化学物質に関する幅広い知見を有すると
ともに、高度処理に関する高い専門性に基づく検
討が必要不可欠であるため、企画競争する必要
があった。

11,980,500 11,970,000 99.9% － 公財 国所管 3者 －
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平成２５年度　トンネルの設計に関
する調査研究

支出負担行為担当官
平垣内　久隆
国土交通省大臣官房会計課
東京都千代田区霞が関２－１－３

平成25年11月1日

公益財団法人鉄道総合技術
研究所
東京都国立市光町２－８－３
８

会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の
４第３項
近年、都市空間をより有効に利用するために、地下による新
線建設及び営業線直近における線路の地下化などトンネル
構造による大規模改良が都心部において多く実施されてお
り、安全性はもとより経済性に優れた設計手法が求められて
いる。
現行の各種工法によるトンネルの設計標準は何れも制定して
から十数年経過しており、その間、各種技術開発によりトンネ
ル技術は飛躍的に進展している。
また、コンクリート構造物等の他の構造物の設計は目的や機
能に応じ構造物が要求される性能を設定し、その性能を満足
させるように設計を行う性能照査型設計法に移行されてお
り、トンネルについても、より合理的で安全性の高い設計を可
能とするためにも、性能照査型設計法を確立する必要がある
ことから、本調査研究を行うものである。
各種工法によるトンネルの性能照査型設計法の検討にあた
り、本年度は、維持管理を踏まえたトンネルの性能照査型設
計法の基本的な枠組みを提案するとともに、開削トンネルの
設計に関する個別の課題について整理し、具体的な対応を
提案する。
これらの提案にあたっては、各種工法におけるトンネルの施
工状況並びに供用後の変状等について既存のトンネルの多
くのデータを分析し、評価方法を検討する必要がある。
本業務の実施にあたっては、国の技術基準として基準策定に
耐えうる信頼性の高い調査の実施が必要であり、鉄道トンネ
ルの工法及び維持管理に精通し、必要な調査研究、及び
データ解析が可能な知見を有することが求められる。
当該法人は、提案要領に基づき企画競争を実施し評価した
結果、高い評価を受けて選定された法人であり、会計法第２９
条の３第４項の契約の性質又は目的が競争を許さない場合
に該当する。

30,034,152 29,925,000 99.6% － 公財 国所管 1者 －

平成２５年度　鉄道構造物（鋼橋
りょう）の戦略的な維持管理に関す
る調査研究

支出負担行為担当官
平垣内　久隆
国土交通省大臣官房会計課
東京都千代田区霞が関２－１－３

平成25年11月5日

公益財団法人鉄道総合技術
研究所
東京都国立市光町２－８－３
８

会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の
４第３項
我が国の鉄道は、明治5年に新橋～横浜間の開業を皮切り
に明治、大正時代から現在に至るまで多くの路線が整備され
ているところである。これら鉄道のストックは膨大であり、建設
されてから100年以上経過している鉄道構造物も存在してい
る。今後、これら鉄道構造物の安全性を確保するために、経
済的かつ効果的に最適な維持管理手法の確立が望まれてい
るところである。
鋼橋りょうは全国で４万連以上あり、そのうち半数程度は経年
70年と言われている。
鉄道構造物の維持管理にあたっては、その部材の特性を熟
知した「診断」及び「評価」を行い、構造物の状態を把握すると
ともに、それに基づく適切な対策を講じることが重要となる。
また、その精度の向上がより経済的及び効果的な維持管理
に結びつくものであると考える。
本業務は、鋼橋りょうの構造に応じた列車の運行に大きな影
響を及ぼす変状の把握方法から対策の選定までの体系、鋼
橋りょうの耐震診断方法とその補強技術に係る体系等を整理
し、維持管理の実務者が理解しやすい鉄道構造物等維持管
理標準の手引きを取りまとめることを目的とする。
本業務を実施するうえで、構造に応じた変状及び地震時に多
くの損傷が予測される部位を選定するための鋼橋りょうの変
状事例や補強方法等について多くのデータの集積能力とそ
の解析等の必要な調査研究を行うことができ、かつ鉄道の維
持管理の特殊性などを理解した上で手引きの検討が可能な
知見を有することが求められる。
当該法人は、提案要領に基づき企画競争を実施し評価した
結果、高い評価を受けて選定された法人であり、会計法第２９
条の３第４項の契約の性質又は目的が競争を許さない場合
に該当する。

24,128,115 23,940,000 99.2% － 公財 国所管 1者 －
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我が国鉄道技術の国際標準化を
推進するための諸外国との連携方
策の検討

支出負担行為担当官
平垣内　久隆
国土交通省大臣官房会計課
東京都千代田区霞が関２－１－３

平成25年11月7日

公益財団法人鉄道総合技術
研究所
東京都国立市光町２－８－３
８

会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
項

現在、世界各国において地球環境問題対応等の観点からＣＯ２排出
量の少なく省エネルギー性に優れた効率的な輸送機関として鉄道が
注目されており、各国で鉄道プロジェクトが積極的に検討・推進され
ている。
国土交通省では、我が国の鉄道システムを海外展開すべく活動を
行っており、トップセールスの展開、官民連携による案件形成・コン
ソーシアム形成の支援、日本の鉄道技術の国際標準化の推進等を
実施している。
国際標準化の推進にあたっては、各国の標準化活動推進に影響力
を持つ標準化関係諸団体、キーパーソン等との連携が重要であり、
連携関係を構築、維持するためには長期的な方策に沿った活動が
必要である。
本業務では、国際標準化に係る各国の標準化関係諸団体、キー
パーソン等との連携方策の検討や実行計画の策定を行うとともに、
今年度の計画を実施する。
本業務の遂行に当たっては、連携する標準化関係諸団体、キーパー
ソンごとに国際標準化に対する取り組み状況が異なるため、それぞ
れの国際標準化の取り組み状況に応じた方策の検討や実行計画の
策定を行うことが必要である。しかしながら、連携先候補は多岐にわ
たり、効率的かつ効果的に業務を進めるためには、国際標準化の取
り組み状況に関する幅広い知見が不可欠である。さらに、実行可能
な実行計画を策定するためには、それぞれの連携先に応じた様々な
人的・組織的ネットワークの活用等が必要である。したがって、検討
及び連携先との調整を行う能力を有する者から、連携先候補とその
選定理由等について国際標準化に関する専門的な知見による提案
を受けることにより、最も優れた提案内容を選択する必要がある。
以上より、本業務を確実に遂行する者を選定するためには、質が高
く、優れた提案及び資質の有無について審査・検討する過程が不可
欠であるため、これらの評価を取扱要領に基づき企画競争を実施し
た。
その結果、当該社は高い評価を受けて選定され、会計法第29条の3
第4項の契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当する。

3,973,274 3,969,000 99.9% － 公財 国所管 1者 －

平成２５年度　鉄道車両内磁界の
評価に関する調査研究

支出負担行為担当官
平垣内　久隆
国土交通省大臣官房会計課
東京都千代田区霞が関２－１－３

平成25年11月13日

公益財団法人鉄道総合技術
研究所
東京都国立市光町２－８－３
８

会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３項
近年、電磁環境について社会的な関心が高まって
いるが、最新の知見を取り入れた国際非電離放射
線防護委員会（ICNIRP）のガイドラインの改訂が行
われ、鉄道においても電磁界の規制のあり方が議
論されているところである。
本調査研究は、ICNIRPガイドラインの考え方に基
づき、鉄道車両内の磁界分布の推定手法につい
て実用的なプログラムを作成するとともに、磁界の
曝露による人体内の誘導量について任意の姿勢
を含む車内の磁界測定評価用体内誘導電界プロ
グラムを作成することを目的とする。
本業務の実施にあたっては、鉄道技術及び電磁
界全般に関して豊富な知見を有するだけでなく、
当該調査報告をまとめるにあたっては、鉄道特有
の磁界等に関する国際規格や電磁界による人体
への影響の評価手法について精通している必要
がある。
当該法人は、提案要領に基づき企画競争を実施
し評価した結果、高い評価を受けて選定された法
人であり、会計法第２９条の３第４項の契約の性質
又は目的が競争を許さない場合に該当する。

7,998,413 7,990,500 99.9% － 公財 国所管 1者 －
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下水道における新技術動向把
握調査業務

支出負担行為担当官
水管理・国土保全局長　森北　佳
昭
千代田区霞が関２－１－３

平成25年11月20日
公益財団法人日本下水道新
技術機構
東京都新宿区水道町３－１

根拠条文： 会計法第２９条の３第４項、予決令第１
０２条の４第３号
業務の実施に当たっては、民間企業が持つ技術
シーズの特性、及び、自治体が持つ問題やニーズ
を理解し、今後の下水道における重点分野を設定
するとともに、詳細検討から早期実用化技術につ
いて提言するため、現在の我が国の下水道事業
に関する専門的な知見に基づく検討が必要不可
欠であり、企画競争する必要があった。

4,987,500 4,830,000 96.8% － 公財 国所管 1者 －

グローバル経済における今後の港
湾施策の立案に向けた基礎検討
業務

支出負担行為担当官
国土交通省港湾局長　山縣　宣彦
国土交通省港湾局
東京都千代田区霞が関２－１－３

平成25年11月25日
公益社団法人日本港湾協会
東京都港区赤坂３－３－５

会計法第２９条の３第４項
（企画競争）
専門的知識を有する者から業務提案を募り、評価
を行った上で採用するとともに、提出された技術提
案に基づいて仕様を作成する方が最も優れた成
果を期待できるため、企画競争方式により発注す
ることが適切と考え、実施要領に基づき企画競争
を実施した結果、当該法人が高い評価を得て特定
されたため

40,855,455 40,845,000 100.0% 1 公社 国所管 1者 －

河川利用に係る各種情報を活
用した水辺整備基礎資料作成
業務

支出負担行為担当官
水管理・国土保全局長　森北　佳
昭
千代田区霞が関２－１－３

平成25年11月25日

公益財団法人リバーフロント
研究所
東京都中央区新川１－１７－
２４

根拠条文： 会計法第２９条の３第４項、予決令第１
０２条の４第３号
　本業務の実施に当たっては、各要素間の相関性
とその相違点の把握等により課題を抽出・分析
し、その改善策について検討するために専門的な
技術が求められることから、企画競争する必要が
あった。

10,143,000 9,975,000 98.3% － 公財 国所管 5者 －

平成２５年度マンション総合調査
支出負担行為担当官
住宅局長　井上　俊之
東京都千代田区霞が関２－１－３

平成25年12月4日

公益財団法人マンション管理
センター
東京都千代田区一ツ橋２－５
－５

・会計法第２９条の３第４項
・予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
・分譲マンションは、近年では毎年約10万戸前後が供給され、その累
計は平成24年末で約590万戸、国民の1割以上の約1,450万人が居
住していると推計され、重要な居住形態として定着するに至ってい
る。平成13年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に
関する法律」（平成12年法律第149号）において、「国及び地方公共
団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマ
ンションの区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供
その他の措置を講ずるよう努めなければならない。」と規定されてお
り、マンションの適正な維持管理を推進するために、マンションに関す
る情報の収集、分析、提供が極めて重要である。
本業務は、マンションの管理に関し、これまでに講じられてきた施策
の効果の検証、必要となる施策の提示を行うための基礎的資料を得
ることを目的として行うものであり、マンションの管理に関する広範囲
の高度な知識と豊かな経験等が必要とされるため、「企画競争の実
施について（通知）（国官会第９３６号平成１８年１１月１６日）」に基づ
き、企画競争を実施し、平成２５年９月９日から平成２５年９月２４日ま
で、企画提案書の提出を求めた。
その結果、提出期限までに１者から企画提案書の提出があり、当該
企画提案書について、評価者３名により評価を行ったところ、
・予定配置技術者の実績内容等について、特に支障がない
・実施方針・実施フロー・調査工程計画については、業務理解度が優
れている点、企画提案については、的確性、実現性、専門性の全て
の項目において優れた提案である。
と認められた。以上の点から、本業務の実施にあたって優れた成果
が期待できると判断され、平成２５年１１月２７日の企画競争委員会
による審議の結果、公益財団法人マンション管理センターの企画提
案書が特定された。
よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号により、公益財団法人マンション管理センターと随意契約す
るものである。

15,960,000 12,375,900 77.5% 2 公財 国所管 1者 －



公益法人
の区分

国所管、都
道府県所管

の区分

応札・応募
者数

公益法人の場合

備考物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした会計法令の根拠条
文及び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

道路附属物の点検結果情報の
データ蓄積等に関する検討業務

支出負担行為担当官
徳山　日出男
国土交通省道路局
東京都千代田区霞が関２－１－３

平成25年12月18日
財団法人道路環境・道路空間
研究所

本業務は、道路附属物（道路標識、道路照明施
設、道路情報提供装置等）の基準類の見直しや技
術開発に取り組むために必要な維持管理に関す
るデータ項目の検討、及びデータの整理・蓄積方
法の検討を行うものである。
本業務の実施にあたっては、今後の維持管理の
充実等を図るため、道路附属物（道路標識、道路
照明施設、道路情報提供装置等）の点検結果の
活用方策について、国、道路管理者、研究機関等
の各レベルを踏まえた検討など、高度な知識が求
められることから、実施しうる者を特定するため、
企画競争方式に基づき、道路局企画競争実施委
員会及び道路局企画競争有識者委員会を実施し
た。企画提案書を提出したのは財団法人道路環
境・道路空間研究所を含め３社あったが、配置予
定技術者の業務執行能力、業務の実施方針及び
手法、特定テーマに対する技術提案において評価
が高く、総合的に評価の高かった財団法人道路環
境・道路空間研究所が本業務を的確に遂行できる
との審査結果となった。
以上のことから、当該業務の実施者として、財団
法人道路環境・道路空間研究所を選定し、随意契
約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

2,992,500 2,992,500 100.0% 2 特財 国所管 3者 －

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。
（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


